
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

南木曽町物価高騰対応特別給付金

①食料品等の物価高騰に対して影響を受けている住民へ
直接的な支援として、１人当たり現金10,000円を全町民（当
町に住民登録のある者）に給付する。（世帯主に世帯員分
をまとめて給付予定）
当町では米農家が多く、用途が限定されているお米券を必
要としない世帯が多く、またお米券取扱い事業者が町内に
数社しかない、R7予備費事業で地域応援商品券を配布済
みのため、今回現金給付を行う。
②封筒代、封筒印刷代、郵送料、給付金　36,425,000円
③積算根拠
消耗品：宛名ラベル　1650枚分　10,000円
印刷代：郵送用封筒　1650枚　24,200円
役務費（郵送料）：申請書普通郵便1,500世帯＝165,000円
※役場、先生・施設者を除く
料金後納（返信）：1,650世帯×136円＝224,400円
給付金：10,000円×3,600人＝36,000,000円
合計　36,423,600円≒36,424千円
④住民（現金給付）

R8.2 R8.3

2
③消費下支え等を通
じた生活者支援

地域応援商品券給付事業（R7予備）

①物価高騰の影響を受けている事業者と地域住民へ直接的な支援として、
地域応援商品券（7,000円+3,000円＝10,000円分）を全町民（令和７年11月１
日時点で当町に住民登録のある者）に配布する。（3,700冊)。
有効期限：1２月～２月
②消耗品代、印刷代、郵送料、委託料、負担金補助及び交付金　41,500,000
円
③積算根拠
消耗品：郵送用封筒2,000枚55,000円
印刷代：商品券3,700冊　2,005,600円、取扱店一覧と説明書1,700枚94,000円
印刷代計≒2,100,000円
役務費（郵送料）：ゆうパック1,500世帯＝845,000円※役場、先生・施設者を
除く
委託料：【南木曽商工会委託料】1,313,000円
【郵便局委託料】187,000円
負担金補助金及び交付金（商品券換金費）：商品券：10,000円×3,700冊＝
37,000,000円
合計　41,500,000円≒41,500千円
総事業費41,500千円のうち、4,537千円は国R7予備費予算充当分、36,963千
円は国R7補正予算充当分
④住民（商品券配布）、事業者（商品券代換金）

R7.12 R8.3

3
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

地域応援商品券給付事業（R7補正）

①物価高騰の影響を受けている事業者と地域住民へ直接的な支援として、
地域応援商品券（7,000円+3,000円＝10,000円分）を全町民（令和７年11月１
日時点で当町に住民登録のある者）に配布する。（3,700冊)。
有効期限：1２月～２月
②消耗品代、印刷代、郵送料、委託料、負担金補助及び交付金　41,500,000
円
③積算根拠
消耗品：郵送用封筒2,000枚55,000円
印刷代：商品券3,700冊　2,005,600円、取扱店一覧と説明書1,700枚94,000円
印刷代計≒2,100,000円
役務費（郵送料）：ゆうパック1,500世帯＝845,000円※役場、先生・施設者を
除く
委託料：【南木曽商工会委託料】1,313,000円
【郵便局委託料】187,000円
負担金補助金及び交付金（商品券換金費）：商品券：10,000円×3,700冊＝
37,000,000円
合計　41,500,000円≒41,500千円
総事業費41,500千円のうち、36,963千円は国R7補正予算充当分、4,537千円
は国R7予備費予算充当分
④住民（商品券配布）、事業者（商品券代換金）

R7.12 R8.3

4
⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

水稲農家支援特別給付金・飼料高騰
緊急対策事業

①物価高騰により影響を受ける米作付け農家や畜産農家
等に対して支援を行うことで営農継続を支援する。
②負担金補助金及び交付金10,500千円、郵送料71千円
③積算根拠
水稲農家支援特別給付金　30,000円×300件＝9,000千円
畜産農家の飼養する牛10,000円/頭、山羊3,000円/頭、羊
3,000円/頭、養殖業者30,000円/件
畜産保有頭数　牛10,000円×135頭＝1,350千円、山羊
3,000円×10頭＝30千円、羊3,000円×10頭＝30千円
養殖業30,000×3件＝90千円
郵送料＠110円×郵送対象農家320戸＝35,200円、返信用
切手＠110円×320戸＝35,200円　郵送料合計≒71千円
④町内で営農する農家及び畜産農家

R8.2 R8.3

5
⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

エネルギー価格高騰対策支援事業

①エネルギー物価高騰の影響を受けている事業者の安定
的な経営を支援するため、価格高騰分の一部を助成し、給
付金を交付することで、事業の経営安定を図る。
②郵送料、振込手数料、物価高騰対応特別給付金
36,086,920円
③積算根拠
郵送料：110円326件35,860円×2（往復）＝71,720円
振込手数料：200円326件65,200円
給付金（法人）：200,000円131件26,200,000円
給付金（個人）：50,000円195件9,750,000円
合計：35,950,000円+136,920円（事務費）＝36,086,920円≒
36,090,000円
④町内に事業所を有する者、または個人で事業を行ってい
る者で、営業収入があり町内に事業所を有する者

R8.2 R8.3
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